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家庭用電気マッサージ器に
よる事故の防止について

１．はじめに

　家庭用電気マッサージ器の不適切な使用による死亡事故が繰り返し発生しています。特にローラー式
の電気マッサージ器の場合に，布カバーを外したり，経年劣化などにより布カバーが破れたりしている
状態で使用すると，衣服の襟などが巻き込まれ首元が締まって窒息死する事故につながる可能性があり
ます。他にも，髪の毛がローラー部に巻き込まれて外れなくなり，髪を切って外すことになった事例も
報告されています。家庭用電気マッサージ器の使用にあたっては，取扱い説明書をよく読み，正しく使
用して下さい。カバーを外したり，破れた状態での使用は大変危険なため，絶対にしないでください。

２．過去の死亡事故

　家庭用電気マッサージ器の不適切使用によるものとして，これまでに厚生労働省に報告された死亡報
告の概要は以下のとおりです。
（１）　 製品販売名　　　①アルビシェイプアップローラー
　　　　　　　　　　　　②シェイプアップローラーⅡ
　　　　製造販売業者　　株式会社的場電機製作所
　　　　販売期間　　　　①昭和58年から平成２年（販売台数：約42万台）
　　　　　　　　　　　　②昭和63年7月から平成８年（販売台数：約36万台）
　　　　事故の概要　　　 布カバーを外した状態で使用し，衣服が巻き込まれたことにより，窒息とな

り死亡した。
　　　　事故発生年等　　平成11年栃木県１例
　　　　　　　　　　　　平成15年香川県１例
　　　　　　　　　　　　平成20年北海道１例（以上，平成20年12月16日公表）
　　　　　　　　　　　　平成24年愛知県１例（平成24年５月10日公表）
　　　　　　　　　　　　平成26年山梨県１例（平成26年６月23日公表）
　　　　　　　　　　　　平成29年北海道１例（平成29年８月１日公表）
　
（２）　 製品販売名　　　ハンディマッサージャーＧＭ－２（愛称：もみ太くん）
　　　　製造販売業者　　株式会社フジ医療器
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　　　　販売期間　　　　平成７年から平成15年（販売台数：約11万台）
　　　　事故の概要　　　 布カバーが破れた状態で使用し，マフラーが巻き込まれたことにより，窒息

となり死亡した。
　　　　事故発生年等　　平成22年静岡県１例（平成22年２月５日公表）

　上記の事故については，厚生労働省のホームページでも関連情報をご覧になることができます。

３．製品の使用中止・回収のお願い

　これまでの死亡事故の発生を受けて，株式会社的場電機製作所では，次のページに掲載の情報提供資
材を作成・配布するなどして，事故の原因となった２製品（アルビシェイプアップローラー，シェイプ
アップローラーⅡ）の使用中止，回収を呼びかけています。
　同様の事故を防止するためには，該当する製品を所有する各御家庭に対して広く注意喚起することが
極めて重要です。厚生労働省としても，各都道府県，消費者庁，公益社団法人日本薬剤師会及び一般社
団法人日本ホームヘルス機器協会にも協力を依頼するとともに，ホームページやＳＮＳ等の媒体を通じ
て注意喚起に努めているところです。

４．本誌をご覧の皆さまへ

　もし回収の該当製品を所有している場合は，直ちに使用を中止し，株式会社的場電機製作所まで連絡
してください（フリーダイヤル：0120-01-2251，受付時間：平日９時から17時まで）。また，次のページ
に掲載の情報提供資材については，厚生労働省のホームページから電子媒体のダウンロードが可能です。
もし可能であれば，医療機関や店頭等での掲示など，周知活動へのご協力を是非よろしくお願いします。

（厚生労働省ホームページ）
「家庭用電気マッサージ器の正しい使用について（注意喚起）」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000048807.html

（関連通知）
「家庭用電気マッサージ器による事故防止に関する周知等について（協力依頼）」
平成29年10月16日付け薬生安発1016第１号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知
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